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目 次 

規則 
○ 埼玉県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則（森づくり課） 

告示 
○ 指定納付受託者の指定（情報システム戦略課） 

○ 春日部都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路環境課） 

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路環境課） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
手
数
料
等
の
納
付
に
つ
い
て
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指
定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

サ
ー
ビ
ス
の
名
称
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

      

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
五
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
電
子
申
請
・

届
出
サ
ー
ビ
ス 

サ
ー
ビ
ス
の
名
称 

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ 

代
表
取
締
役
社
長 

本
間 
洋 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
五
年
二
月
一
日

か
ら
同
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

指

定

期

間 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
九
号 

 
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
石
橋
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
石
橋
千
五
百
九
十
三
番
二
十
二
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

騒
音
・
振
動
規
制
法
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
届
出
を
行
う
こ
と
。 

 

⑵ 

特
定
建
設
作
業
に
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る
場
合
は
届
出
を
行
う
こ
と
。 

 

⑶ 

駐
車
場
に
お
い
て
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
等
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 

⑷ 

駐
輪
場
の
位
置
変
更
に
よ
り
、
開
発
区
域
内
の
緑
地
面
積
が
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

開
発
工
事
完
了
ま
で
に
、
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。 

 

⑸ 

駐
車
場
か
ら
道
路
へ
の
出
入
り
に
つ
い
て
、
見
通
し
が
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
な
位
置
に 

 
 

案
内
看
板
等
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 

⑹ 

入
口
付
近
で
の
渋
滞
防
止
の
た
め
、
右
折
車
へ
の
対
応
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

⑺ 

周
辺
道
路
は
、
小
・
中
学
校
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
出
入
り
等
通
行
の
際
は 

 
 

注
意
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

                  

 

   

県
道 

 

 

道
路
の
種
類 

     

久
米
所
沢
線 

 

  

川
口
蕨
線 

路 
線 

名 

 

川
越
所
沢
線 

 

路 

線 

名 

  

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
六
丁
目
三
○
六
番
二
地
先 

か
ら 

 

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
六
丁
目
八
四
番
二
地
先
ま

で 

  

区 
 

 
 

 
 

 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
二
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

                  

 

   

県
道 

 

 

道
路
の
種
類 

     

久
米
所
沢
線 

 

  

本
庄
停
車
場
線 

路 
線 

名 

 

川
越
所
沢
線 

 

路 

線 

名 

  

埼
玉
県
本
庄
市
銀
座
町
一
丁
目
四
○
五
○
番
六
地

先
か
ら 

 

埼
玉
県
本
庄
市
銀
座
町
二
丁
目
四
一
○
二
番
八
地

先
ま
で 

  

区 
 

 
 

 
 

 

間 
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